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議
会
が
、
一
会
計
年
度
の
歳
入

歳
出
予
算
の
執
行
の
実
績
で
あ
る

決
算
に
つ
い
て
、
そ
の
内
容
を
審

査
し
た
上
で
、
収
入
・
支
出
が
適

法
か
つ
正
当
に
行
わ
れ
た
か
ど
う

か
を
確
認
す
る
こ
と
を
い
い
ま
す
。

決
算
審
査
に
あ
た
っ
て
は
、
議

会
と
し
て
、
法
令
、
条
例
、
規
則

等
関
係
法
規
に
と
ど
ま
ら
ず
、
過

去
の
財
政
運
営
を
通
じ
て
問
題
点

を
発
見
し
、
将
来
の
財
政
運
営
に

こ
れ
を
反
映
さ
せ
る
と
い
っ
た
視

点
か
ら
の
検
討
も
行
い
ま
す
。

審
査
の
結
果
、
重
大
な
問
題
が

発
見
さ
れ
た
場
合
に
は
不
認
定
と

な
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
が
、
令
和

元
年
度
公
営
企
業
会
計
、
一
般
会

計
お
よ
び
各
特
別
会
計
決
算
案
は

す
べ
て
認
定
と
な
り
ま
し
た
。
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